
令和６年度法定経営指導員講習
〜地⽅公共団体の⾏政事務に関する基礎的知識〜

中⼩企業庁経営⽀援部⼩規模企業振興課



 地域の⼩規模事業者に対して経営指導を⾏っていく中では、国、都道府県、市区町村（基礎⾃治
体）をはじめとした⾏政機関とのやりとりが⽣じることが少なくない。また、⾏政機関と連携す
る、あるいは共同して何らかの取組を実施することもある。

政策実⾏実務者（公的資⾦をもって経営指導に従事する者）が意識すべきこと

 ⾏政機関と連携する・共同して何らかの取組を実施する際には、ミスコミュニケーション（例え
ば、規律を認識していないことによるトラブルや業務の遅れ等）を防⽌するためにも、「⾏政」
とは何か、⾏政はどのような規律の下に⾏動しているのか（⾏動しなければならないのか）を認
識しておくことが求められる。
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第１．⾏政の仕組みと基本的なルール
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⾏政主体の⾏動規範
 我が国は法治主義を採っており、⾏政主体である「国」「地⽅公共団体」も
当然に法の⽀配を受ける。

 特に、⾏政主体は、私⼈とは異なり、公権⼒を⾏使する⽴場にあるため、そ
の運営や⾏為は法的なコントロールのもとに⾏われる。

国 地⽅公共団体

私⼈（国⺠、住⺠、事業者）

⾏政作⽤ ⾏政作⽤

誰が⾏政を⾏うのか
（⾏政組織のルール）

どのように⾏政を⾏うのか
（⾏政作⽤のルール）

違法な⾏政があった場合に、
どのように救済するか
（⾏政救済のルール）

⾏政主体と私⼈の関係 ⾏政主体の法的コントロール
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誰が⾏政を⾏うのか
 ⾏政を⾏っていく上で権利・義務の当事者となる者として「⾏政主体」とい
う概念がある。

 ⾏政主体を構成する単位として「⾏政機関」があり、⾏政作⽤の権限を与え
られた者（⾏政庁）の補助機関として公務員がいる。

⾏政主体

私⼈

⾏政作⽤

⾏政主体の構成単位

〇〇省
〇〇県
〇〇市
・・・

※国や地⽅公共団体の
他にも、個々の法令で
他法⼈（独法等）が
事務を遂⾏することが定
められることで⾏政主体
となることがある。

私⼈に対する⾏為（⾏政作⽤）
の権利・義務の当事者として、原
則として訴訟の当事者ともなる。

⾏政機関

⾏政庁

補助機関

⼤⾂
知事
市町村⻑
・・・
※⾏政庁として、公正
取引委員会等、合議性
を採る「⾏政委員会」も
ある。

⾏政作⽤の中でも、⾏政処分は、
⾏政庁の⾏為として⾏われる。
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 ⾏政機関の存⽴基盤は、国⺠・住⺠から独⽴して⾃然付与されているわけで
はなく、指揮監督者の選挙を通じてコントロールされている。

国⺠・住⺠との関係

国⺠

国会

内閣

⾏政機関

選挙

内閣総理⼤⾂の指名

内閣不信任決議（衆議院）

指揮監督

組織の基本的枠組みは法で
定められている。
（国家⾏政組織法等）

国
（議員内閣制）

地⽅公共団体
（⼤統領制）

住⺠

⾸⻑

⾏政機関選挙

指揮監督
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 ⾏政主体の活動（⾏政作⽤・⾏政⾏為）は、⾃由・無制限に⾏えるわけでは
なく、法によってコントロールされている。

 ⾏政作⽤は、権⼒的⾏政作⽤と⾮権⼒的⾏政作⽤に⼤別される。

どのように⾏政を⾏うのか

主な⾏政作⽤の形式

⾏政⽴法

⾏政処分

⾏政指導

⾏政契約

権⼒的⾏政作⽤
権⼒の⾏使

⾮権⼒的⾏政作⽤
権⼒外の⼿段

（強制⼒のない助⾔、
契約に基づく権利義務の

履⾏等）

⾏政⼿続法によって規律される。
※地⽅公共団体による条例を定める⾏為、
条例を根拠に⾏う⾏政処分、⾏政指導や
条例を根拠に⾏う⾏為は⾏政⼿続法の適
⽤除外となっているが、同法の趣旨に則り必
要な措置を講じるよう努めることとなっている。

⾏政主体側の⾏為は、
会計法、⾃治法（第9章第6節）等
によって規律される。
※公会計との関連が強いため、本章ではな
く第３章で解説する。

⾏政処分を⾏うには、法令上の根拠が必要

⾏政処分に関するものは法の委任が必要
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⾏政⽴法
 公権⼒の⾏使である⾏政処分は、法に基づいて⾏われる。他⽅、法にすべて
を規定することが困難な場合等、法では⼤枠のみを定め、法の委任に基づい
て⾏政主体が細部を規定することがある。

法

内閣・個別の⾏政主体

委任

法規命令の
制定

政省令
（⾏政⽴法）

※⾏政主体内部の⼿続きを
定めるもの（いわゆる⾏政規則）
は委任不要。

制定にあたっては、
⾏政⼿続法に基づき
意⾒公募⼿続（パブ
リックコメント）が必要。

法の委任を超えた⾏政⽴法は
違法⼜は無効となる。

（例）〇×法
第１条 ▲▲⼤⾂は、〇×地域の環境
の保全を⽬的として、次に掲げる⾏為
を⾏った者に対して是正命令を⾏う。
（１）〇×地域に事業所を設ける。

（３）徒歩⼜は徒歩に準ずるものとして
▲▲⼤⾂が定める⽅法以外の⽅法で
〇×地域を通⾏する。

（２）〇×地域においてマッチその他
政令で定める着⽕具を携帯する。

〇×法施⾏令
法第１条第２号で定める着⽕具は、
ガスライター、オイルライター、電熱式ライ
ターとする。

〇×法施⾏規則
法第１条第３号で定める⽅法は、⾞椅
⼦とする。
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⾏政処分
 ⾏政処分の定義は講学上・実学上と諸説あるが、通説は、公権⼒のもとに、
⼀⽅的に、特定の者の具体的な権利義務を決定する⾏為であるということ。

 ⾏政処分は、国⺠の権利義務を規定する⾏為であるため、法令上の根拠がな
ければ⾏うことができない。

講学上の伝統的概念

⾏政処分

命令的⾏為

形成的⾏為

下命
禁⽌
許可
免除

特許
認可
代理

国⺠が⽣まれながらに
有している活動の
⾃由に関する⾏為

国⺠が⽣まれながらに
有していない特殊な
法的地位に影響を
与える⾏為

※ここで⾔う「下命」「特許」等は講学上の⽤語であり、個々の
法令上は別の⽤語を⽤いることがある。
例えば、道路の占⽤「許可」は、講学上は「特許」に当たる。

⾏政⼿続法
以下のように⽤語を定義（第2条）した上で、「申請に
対する処分（第２章）」「不利益処分（第３章）」「⾏
政指導（第４章）」の⼿続きを定めている。

処分︓⾏政庁の処分その他公権⼒の⾏使に当たる⾏為。

申請︓法令に基づき、⾏政庁の許可、認可、免許その他の⾃⼰に
対し何らかの利益を付与する処分（以下「許認可等」とい
う。）を求める⾏為であって、当該⾏為に対して⾏政庁が諾
否の応答をすべきこととされているもの。

不利益処分︓⾏政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて⼈として、
直接に、これに義務を課し、⼜はその権利を制限する処分。

⾏政指導︓⾏政機関がその任務⼜は所掌事務の範囲内において
⼀定の⾏政⽬的を実現するため特定の者に⼀定の作為⼜は
不作為を求める指導、勧告、助⾔その他の⾏為であって処分
に該当しないもの。
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⾏政⼿続法で定める⾏政処分の流れ
 ⾏政⼿続法は、⾏政運営における公正の確保と透明性の向上、国⺠の権利利
益の保護に資することを⽬的とした法である。

 特に、⾏政処分は、国⺠の権利義務に直接影響を与えるものであることから、
⼀連のプロセスの適正性が強く求められている。

申請に対する処分

⾏政庁

申請者

審査基準の設定・公表義務（第5条）
標準処理期間の設定・公表の努⼒義務（第6条）

⾏政庁

制度設計時 制度設計時

申請の受理・応答（第7条）
※書類不備時等においても、個
別法に定めのない限り、単に「不
受理」と留め置くことはできず、補
正を求める⼜は拒否処分といった
アクションを⾏わなければならない。申請時

⾏政庁

拒否処分時

申請者

理由の提⽰（第８条）
許認可等を拒否する場合は、
その理由を⽰さなければならない。

不利益処分

⾏政庁 処分基準の設定・公表の努⼒義務（第12条）

事前⼿続

⾏政庁 名宛⼈

意⾒陳述の機会の付与（第13条第1項）
不利益処分をしようとする場合には、
同条第2項の要件に該当する場合
を除き、意⾒陳述の機会を付与
しなければならない。

⾏政庁

不利益処分時

名宛⼈

理由の提⽰（第14条）
不利益処分の理由を
⽰さなければならない。
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⾏政指導
 ⾏政指導は、特定の者に⼀定の作為⼜は不作為を求める⾏為のうち、⾏政処
分に該当しないもの（強制⼒を伴わない任意の協⼒を求める⾏為）をいう。

 ⾏政指導には明確性が求められるとともに、⾏政処分に関連して⾏われる⾏
政指導もあるため、⾏政⼿続法でも⼀定の規律付けがなされている。

⾏政⼿続法
（⾏政指導の⼀般原則）
第三⼗⼆条 ⾏政指導にあっては、⾏政指導に携わる者は、いやしくも当該⾏政
機関の任務⼜は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び⾏政指導の内
容があくまでも相⼿⽅の任意の協⼒によってのみ実現されるものであることに
留意しなければならない。

２ ⾏政指導に携わる者は、その相⼿⽅が⾏政指導に従わなかったことを理由とし
て、不利益な取扱いをしてはならない。

（申請に関連する⾏政指導）
第三⼗三条 申請の取下げ⼜は内容の変更を求める⾏政指導にあっては、⾏政
指導に携わる者は、申請者が当該⾏政指導に従う意思がない旨を表明したに
もかかわらず当該⾏政指導を継続すること等により当該申請者の権利の⾏使を
妨げるようなことをしてはならない。

（許認可等の権限に関連する⾏政指導）
第三⼗四条 許認可等をする権限⼜は許認可等に基づく処分をする権限を有す
る⾏政機関が、当該権限を⾏使することができない場合⼜は⾏使する意思がな
い場合においてする⾏政指導にあっては、⾏政指導に携わる者は、当該権限を
⾏使し得る旨を殊更に⽰すことにより相⼿⽅に当該⾏政指導に従うことを余
儀なくさせるようなことをしてはならない。

（⾏政指導の⽅式）
第三⼗五条 ⾏政指導に携わる者は、その相⼿⽅に対して、当該⾏政指
導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に⽰さなければならない。
２ ⾏政指導に携わる者は、当該⾏政指導をする際に、⾏政機関が許
認可等をする権限⼜は許認可等に基づく処分をする権限を⾏使し得る
旨を⽰すときは、その相⼿⽅に対して、次に掲げる事項を⽰さなければな
らない。
⼀ 当該権限を⾏使し得る根拠となる法令の条項
⼆ 前号の条項に規定する要件
三 当該権限の⾏使が前号の要件に適合する理由
３ ⾏政指導が⼝頭でされた場合において、その相⼿⽅から前⼆項に規
定する事項を記載した書⾯の交付を求められたときは、当該⾏政指導に
携わる者は、⾏政上特別の⽀障がない限り、これを交付しなければなら
ない。
４ 前項の規定は、次に掲げる⾏政指導については、適⽤しない。
⼀ 相⼿⽅に対しその場において完了する⾏為を求めるもの
⼆ 既に⽂書（前項の書⾯を含む。）⼜は電磁的記録（電⼦的⽅式、
磁気的⽅式その他⼈の知覚によっては認識することができない⽅式で作
られる記録であって、電⼦計算機による情報処理の⽤に供されるものをい
う。）によりその相⼿⽅に通知されている事項と同⼀の内容を求めるもの
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地⽅公共団体の⾏う処分、⾏政指導に対する⾏政⼿続法の適⽤関係

⾏政指導処分地⽅公共団体の処分等を
規定する法令区分

⾏政⼿続法は直接適⽤されない

※地⽅⾃治体において⾏政⼿続法に準拠した
「⾏政⼿続条例」等を制定している場合が多い。

法律（命令を含む。）の委
任規定に基づく条例

処分等の根
拠を条例⼜
は規則等に
置くもの

（単独の）条例
（単独の）条例に基づく規
則等
（単独の）規則等
※法律⼜はそれに基づく命令の
特別の規定に基づき制定される
規則は、下段「上記以外のも
の」に区分される。

⾏政⼿続法は
直接適⽤されない

※地⽅⾃治体において⾏政⼿続
法に準拠した「⾏政⼿続条例」
等を制定している場合が多い。

⾏政⼿続法が適⽤される

法律

上記以外の
もの

法律に基づく命令（告⽰を
含む。）

法律（命令を含む。）に基
づく規則等
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違法・不当な⾏政からの救済
 違法・不当な⾏政作⽤から国⺠の権利権益を保護するため、⼀般法として、
⾏政不服審査法、⾏政事件訴訟法が整備されている。

 両法は⼀般法であるため、地⽅公共団体の⾏為についても、他の法令の定め
がない限り、両法の適⽤を受ける。

⾏政事件訴訟法
（抗告訴訟）⾏政不服審査法

裁判所
上級⾏政庁

（上級⾏政庁がない場合は、当該処分⼜は
不作為を⾏った⾏政庁）

審理の主体

処分・裁決の取消
処分・裁決の無効確認
不作為の違法確認
義務付けの訴え
差⽌めの訴え

処分・不作為に対する審査請求対象・⽅法

訴えに対する判決
訴えを認めた場合は、処分・裁決の取消判
決、⾏政庁に対してその処分をすべき旨の
判決等がなされる。

審査請求に対する裁決
・審査請求の許容（処分の全部⼜は⼀部
取消し、不作為の是正（処分を⾏う））
・審査請求の棄却・却下

審査の結果



 「国（中央政府）」だけが政策の実施主体であるわけではなく、「地⽅公共団体（地⽅政府）」
も独⽴した政策の実施主体であり、中⼩企業政策も例外ではない。

 中⼩企業政策の中でも⼩規模事業者に対する政策は、地域との関連性が強く、⼩規模事業者⽀援
法に基づく基本指針では、⼩規模事業者に対する経営改善普及事業の実施にあたって地⽅公共団
体の商⼯⾏政との調和を求めている。

政策実⾏実務者が意識すべきこと
 政策実⾏実務者、とりわけ⼩規模事業者⽀援法に基づく経営指導員は、都道府県・市区町村（基
礎⾃治体）との関係を前提に制度構築されており、地⽅公共団体の商⼯⾏政と調和した経営改善
普及事業を⾏うにあたってのマネージャー的な役割が期待されている。

 都道府県・基礎⾃治体の担当者との意思疎通を円滑にしていくためにも、地⽅⾃治、地⽅公共団
体の仕組みに関して基礎的な知識を有することが求められる。

「地⽅創⽣」と政策実⾏実務者の役割
 地⽅創⽣とは、地⽅の⼈⼝減少に⻭⽌めをかけ、⽇本全体の活⼒を上げることを⽬的とした⼀連
の政策である。2014（平成26）年9⽉3⽇「まち・ひと・しごと創⽣本部の設置」が閣議決定さ
れ、地⽅創⽣の取り組みが推進されることとなった。

 地⽅創⽣を実現していくには、地⽅公共団体が地域の実情・ニーズに合わせて⾃ら主体的に政策
形成することが求められている。地域の総合経済団体である商⼯会・商⼯会議所も、政策提⾔等
を通じて連携して、地⽅創⽣に取り組む必要がある。
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第２．地⽅⾃治
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地⽅⾃治の本旨
 ⽇本国憲法では地⽅⾃治の本旨に基づいた地⽅公共団体運営を規定している。
 「地⽅⾃治の本旨」とは住⺠⾃治と団体⾃治を意味するといわれている。

⽇本国憲法 第⼋章 地⽅⾃治
〔地⽅⾃治の本旨の確保〕
第九⼗⼆条 地⽅公共団体の組織及び運営に関する事
項は、地⽅⾃治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

〔地⽅公共団体の機関〕
第九⼗三条 地⽅公共団体には、法律の定めるところによ
り、その議事機関として議会を設置する。

２ 地⽅公共団体の⻑、その議会の議員及び法律の定め
るその他の吏員は、その地⽅公共団体の住⺠が、直接
これを選挙する。

〔地⽅公共団体の権能〕
第九⼗四条 地⽅公共団体は、その財産を管理し、事務
を処理し、及び⾏政を執⾏する権能を有し、法律の範
囲内で条例を制定することができる。

〔⼀の地⽅公共団体のみに適⽤される特別法〕
第九⼗五条 ⼀の地⽅公共団体のみに適⽤される特別
法は、法律の定めるところにより、その地⽅公共団体の
住⺠の投票においてその過半数の同意を得なければ、
国会は、これを制定することができない。

住⺠⾃治
地⽅公共団体の権限は、その地域の住⺠の意思
に基づいて⾏使される。
地域のことは地域で決めていく。

団体⾃治
地域の⾏政運営の主体である地⽅公共団体は
独⽴した存在として、権限を⾏使する。

⻑
（執⾏機関）

議会
（議事機関）

選挙

選挙

地⽅公共団体

国
（中央政府）

対等
住⺠

⾃らの意思決定で
⾏政運営
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地⽅公共団体制度
 地⽅⾃治法で地⽅公共団体の組織・運営の⼤綱を規定。
 地⽅公共団体は、普通地⽅公共団体と特別地⽅公共団体に区分される。

地⽅公共団体

普通地⽅公共団体

特別地⽅公共団体

都道府県（広域の地⽅公共団体）

市町村（基礎的な地⽅公共団体）

特別区（※）

地⽅公共団体の組合

財産区

⼀部事務組合

広域連合

上下・優劣関係ではなく、
それぞれの役割分担のもとに
⾏政運営を⾏う対等・協⼒の関係

※特別区は、都の区（⾃治法281条1項）である。
都と特別区の関係は、事務処理分担や財源等、都道府県と市町村の関係と異なる点があるが、市町村と同
様に「基礎的な地⽅公共団体」と位置付けられている（⾃治法281条の2の2項）。公選の区⻑、議員を置く
ほか、都が⼀体的に処理するものとされているものを除き、⼀般的に市町村が処理するものとされている事務を
処理するものとされている。

地⽅公共団体は、
法⼈格を有する。
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地⽅公共団体の機関の特徴
 普通地⽅公共団体は、執⾏機関である⻑（知事、市⻑等）と議事機関である
議会の⼆元代表制で運営されている。

⻑
（執⾏機関）

議会
（議事機関）

【補助機関】

副知事・副市町村⻑
⻑を補佐し、⻑の命を受け政策及び企画を
つかさどり、その補助機関である職員の担任
する事務を監督し、⻑の職務を代理する。

（⾃治法167条）

会計管理者
当該普通地⽅公共団体
の会計事務をつかさどる。
（⾃治法168条）

内部組織
⻑の権限に属する事務を分掌させるため、必要な内部組

織を設けることができる。
（⾃治法158条）

不信任（⾃治法178条）

⾃治法96条
普通地⽅公共団体の議会は、次に掲げ
る事件を議決しなければならない。
1号から15号に列挙
条例の制定改廃
予算の議決
決算の認定
地⽅税の賦課徴収
等

【主な議決事項】
解散（⾃治法178条）

住⺠

選挙 選挙

選挙権の他、条例の制定改廃請求等の
直接請求権もある。普通地⽅公共団体の機関の概略
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直接請求制度
 地⽅公共団体は、住⺠によって直接選挙された代表者（⻑・議会議員）によ
り運営される間接⺠主主義を前提としているが、住⺠による直接参加が否定
されているものでもない。

 地⽅⾃治法では、特定の事項について直接請求権を保障している。
地⽅⾃治法
第12条 ⽇本国⺠たる普通地⽅公共団体の住⺠は、この法律の
定めるところにより、その属する普通地⽅公共団体の条例（地⽅
税の賦課徴収並びに分担⾦、使⽤料及び⼿数料の徴収に関する
ものを除く。）の制定⼜は改廃を請求する権利を有する。

２ ⽇本国⺠たる普通地⽅公共団体の住⺠は、この法律の定めると
ころにより、その属する普通地⽅公共団体の事務の監査を請求す
る権利を有する。

第13条 ⽇本国⺠たる普通地⽅公共団体の住⺠は、この法律の
定めるところにより、その属する普通地⽅公共団体の議会の解散を
請求する権利を有する。

２ ⽇本国⺠たる普通地⽅公共団体の住⺠は、この法律の定めると
ころにより、その属する普通地⽅公共団体の議会の議員、⻑、副
知事若しくは副市町村⻑、第⼆百五⼗⼆条の⼗九第⼀項に規定
する指定都市の総合区⻑、選挙管理委員若しくは監査委員⼜は
公安委員会の委員の解職を請求する権利を有する。

３ ⽇本国⺠たる普通地⽅公共団体の住⺠は、法律の定めるところ
により、その属する普通地⽅公共団体の教育委員会の教育⻑⼜
は委員の解職を請求する権利を有する。

条例の制定・
改廃請求
選挙権を有す
る者の50分の
1以上の連署

⻑
請求

招集し
条例提案

⻑・議員の
解職請求

議会

議決
（過半数で
成⽴）

選挙権を有す
る者の3分の1
以上の連署

選挙管理委員会

請求

過半数の同意で
解職

選挙権者の
投票
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⾃治⽴法
 普通地⽅公共団体は、法令に違反しない限りにおいて、その区域内・組織内
で適⽤される条例・規則を制定することができる。

地⽅⾃治法
第14条 普通地⽅公共団体は、法令に違反しない限りに
おいて第⼆条第⼆項の事務に関し、条例を制定すること
ができる。

２ 普通地⽅公共団体は、義務を課し、⼜は権利を制限
するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例
によらなければならない。

３ 普通地⽅公共団体は、法令に特別の定めがあるものを
除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、⼆年
以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰⾦、拘留、
科料若しくは没収の刑⼜は五万円以下の過料を科する
旨の規定を設けることができる。

※第⼆条第⼆項の事務
地域における事務及びその他の事務で法律⼜はこれに基づく
政令により処理することとされるもの

第15条 普通地⽅公共団体の⻑は、法令に違反しない限り
において、その権限に属する事務に関し、規則を制定するこ
とができる。

２ 普通地⽅公共団体の⻑は、法令に特別の定めがあるも
のを除くほか、普通地⽅公共団体の規則中に、規則に違
反した者に対し、五万円以下の過料を科する旨の規定を
設けることができる。

条例とは、普通地⽅公共団体の区域内において
適⽤される⾃治⽴法であり、国の法令に違反しな
い範囲で定める。議会の議決が必要となる。

規則とは、条例とともに普通地⽅公共団体が制
定する⾃治⽴法であり、国の法令に違反しない範
囲で地⽅公共団体の⻑が定める。議会の議決を必
要としない。
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地⽅公共団体の事務・国との関係
 国と地⽅は、上下・主従ではなく、対等・協⼒の関係にある。
 国は、国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住⺠に⾝近な⾏政はできる
限り地⽅公共団体に委ねるというのが基本原則。

国 地⽅
対等

国が⾏うべき事務 地⽅に委ねるべき事務

地⽅⾃治法
第1条の2 地⽅公共団体は、住⺠の福祉の増進を図るこ
とを基本として、地域における⾏政を⾃主的かつ総合的に
実施する役割を広く担うものとする。

２ 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国において
は国際社会における国家としての存⽴にかかわる事務、
全国的に統⼀して定めることが望ましい国⺠の諸活動
若しくは地⽅⾃治に関する基本的な準則に関する事務
⼜は全国的な規模で若しくは全国的な視点に⽴つて⾏
わなければならない施策及び事業の実施その他の国が
本来果たすべき役割を重点的に担い、住⺠に⾝近な⾏
政はできる限り地⽅公共団体にゆだねることを基本とし
て、地⽅公共団体との間で適切に役割を分担するととも
に、地⽅公共団体に関する制度の策定及び施策の実施
に当たつて、地⽅公共団体の⾃主性及び⾃⽴性が⼗分
に発揮されるようにしなければならない。

地⽅公共団体の
事務

⾃治事務
（法定受託事務を除いた事務）

法定受託事務 ※
※国が本来果たすべき役割に係る事務であって、国においてその
適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律⼜はこ
れに基づく政令に特に定めるもの。

※個別法に基づく規定、法定受託事務を除き、国は地⽅に対し
て、このように事務を⾏うようにと強制したり、地⽅が⾏う事務を
国が代わりに⾏う（代執⾏）ことはできない。

経営⾰新計画の承認や経営指導員に対する補助等を含め、地
⽅が⾏う中⼩企業政策は基本的に⾃治事務として実施している。



 政策実⾏実務者の活動原資はもちろんのこと、⼩規模事業者に対して経営指導を⾏う際には、制
度融資、補助⾦等といった公的資⾦が投⼊されたツールを利⽤することも少なくない。

 公的資⾦は無尽蔵にあるわけでもなく、また、地⽅公共団体の⾏う事務は商⼯業の振興だけでは
なく、教育、福祉、警察、防災、インフラ整備など、⾮常に多岐にわたり、それら幅広い⾏政分
野に公的資⾦を適切に配分することが、地⽅公共団体には求められている。

政策実⾏実務者が意識すべきこと
 ⾃らの活動原資を含め、公的資⾦はどのようにコントロール・規律付けされているのか、財政・
公会計のルールを認識しておくことが求められる。

 補助⾦等には、基本的には⼀定の要件・義務がある。⼩規模事業者に対して補助⾦の活⽤⽀援を
する際には、メリット・ベネフィットだけではなく、リスク・コストもあることを理解し、事業
者のためにも不正防⽌に努めなければならない。

 ⼿続きの適切性、使途・効果の妥当性については、住⺠からの監視の対象となることを忘れては
ならない。
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第３．財政・公会計
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財政⺠主主義
 国・地⽅公共団体の⾏政運営の基本原資は「税」である。収⼊（租税）はも
ちろんこと、⽀出にあたっては国会・議会のコントロールを受け、⽀出後も
不適切な⽀出・管理がなかったか監視を受ける。

国

国会国⺠ 内閣

税の徴収

選挙
国費⽀出の議決
（憲法85条）

租税は法によらなければなら
ない（憲法84条）

会計検査院

検査
（憲法90条）

租税法律主義

国費⽀出議決主義

地⽅

住⺠

⻑（執⾏機関）

議会（議事機関）
選挙

税の徴収

議決が必要
（⾃治法96条）

予算の議決
（⾃治法96条） 監査委員

監査
（⾃治法199条等）

監査委員は、
議会の同意の上、
⻑が任命
（⾃治法196条）

憲法上の独⽴機関

監査請求が可能（⾃治法242条）
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地⽅財政・予算の原則（1/2）
 地⽅公共団体の歳出は、地⽅債以外の歳⼊をもって充てるのが原則。
 総計予算主義、会計年度独⽴の原則等、公会計特有の考え⽅もある。

地⽅⾃治法に定めのある地⽅公共団体の収⼊
地⽅税、分担⾦、使⽤料、加⼊⾦、⼿数料、地⽅債

地⽅⾃治法以外の定めによる主な収⼊
地⽅交付税（地⽅交付税法）
地⽅譲与税（個別の税法）

この他、義務教育関係経費、国政選挙経費等、地⽅財政法によって国の⽀出が義務付けられた国庫負担⾦、
国庫委託⾦等がある。

地⽅公共団体の収⼊

地⽅公共団体の財源の前提
地⽅財政法
第5条 地⽅公共団体の歳出は、地⽅債以外の歳⼊をもつて、その財源としなければならない。ただし、次に
掲げる場合においては、地⽅債をもつてその財源とすることができる。

ただし書きに基づき地⽅債を財源とできるのは、災害応急事業費、公⽤施設の建設事業費等。
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地⽅財政・予算の原則（2/2）
 地⽅公共団体の歳出は、地⽅債以外の歳⼊をもって充てるのが原則。
 総計予算主義、会計年度独⽴の原則等、公会計特有の考え⽅もある。

公会計の基本原則
会計年度独⽴の原則（⾃治法208条）
各会計年度における歳出は原則としてその年度の歳⼊をもって充て、他の年度予算に影響を与えないにようにする
という原則。

総計予算主義の原則（⾃治法210条）
会計年度内における全ての収⼊及び⽀出を相殺することなく、全て歳⼊歳出予算に計上しなければならないとい
う原則また、結果的に歳⼊が予算額を超えることは許容されるが、歳出が予算額を超えることは許容されない。

予算単年度主義（財政法11条）
予算議決は毎年なされなければならない（複数の会計年度の予算を⼀括して議決することは禁じられる）という
原則で、予算の効⼒を当該会計年度に限定するというもの。
（補⾜）
いくつかの例外規定はあるが、基本的には、以上の原則に基づいて予算を編成、歳出している。
これらは財政の健全性、財政⺠主主義を担保するためにも重要な要素である。
例えば、会計年度独⽴の原則がないがしろにされた場合、歳⼊と歳出の対応関係が分かりにくくなり、議会の予算
審議（⺠主的コントロール）にも影響を⽣じ得るし、総計予算主義の原則がないがしろにされた場合、正しい収⽀
が分からなくなるおそれがある。
なお、会計年度独⽴の原則と混同されることがあるが、予算単年度主義は議会議決と予算の効⼒の関係性から
の概念。
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地⽅交付税
 地⽅交付税は、本来は地⽅の税収とすべき財源について、国が代わって徴収
し、⼀定の基準のもとに地⽅に配分するもの。

 国庫補助⾦等とは異なるものであり、地⽅にとっては使途制限のない財源。

地⽅交付税の総額
地⽅交付税の総額は、国税の⼀定割合（所得税・法⼈税の33.1％等）を基本としつつ、地⽅財政
全体の標準的な歳⼊、歳出の⾒積りに基づき決定。

各地⽅公共団体の普通交付税の算定の考え⽅（基準財政需要額－基準財政収⼊額）

基準財政収⼊額

基準財政需要額

普通交付税額

標準的な地⽅税収
＋

地⽅譲与税等

単位費⽤
×

測定単位（⼈⼝等）
×

補正係数（段階補正等）
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予算の調製・執⾏と議会との関係
 予算の調製（予算案の作成）・提案・執⾏は、地⽅公共団体の⻑の専権事項。
 予算の成⽴後の執⾏についても法令に則った⼿続きを⾏う。

⻑ 議会
毎会計年度予算を調整
（⾃治法211条）

予算を提出し、年度開始前に議会の議決を経る
（⾃治法211条）

会計年度独⽴原則の例外である
繰越明許費（翌年度の使⽤が⾒込
まれる経費）、継続費（履⾏に複数
年を有する事案の経費）も予算の
⼀部。（⾃治法215条）

予算議決権（⾃治法96条）
修正（額の増減）権（⾃治法97条）
※修正は無制限に⾏えるわけでなく、
⻑の予算提出権を侵さない範囲に限られる。

⻑

相⼿⽅

⽀出負担⾏為
（契約等）

（⾃治法232条の3）

会計管理者
⽀出命令（⾃治法232条の4）
※法令⼜は予算に違反する⽀出は⾏えない。

指定⾦融機関等

通知・
⼩切⼿の振出

⽀出

原則として、
⾦融機関を通じずに、
職員⾃らが現⾦を
取り扱うことはない。
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⾏政契約
 ⾮権⼒的⾏政作⽤のひとつとして⾏政契約がある。「契約」は本来的には当
事者間の合意のみで成⽴するものだが、契約の性質によっては地⽅公共団体
側に何らかの⾏為規制・規律付けがかかることがある。

 特に、公⾦の⽀出に関する契約（物品の売買等）は、法令で透明性・公平性
を確保するための⼿続が定められている。

契約の⽅法

原則的な契約⽅法

売買、請負、貸借等の契約⽅法

その他の契約⽅法

⼀般競争⼊札

指名競争⼊札

随意契約

売買、請負、貸借等の契約を締結するときの⽅法は、⼀般競争⼊札が原則となる。指名競争⼊札、随意契約は政令
で定める場合（⼀般競争⼊札にすることが不利な場合、少額の場合等）に限り可能。（⾃治法234条）
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補助⾦とは何か
 地⽅⾃治法では、「普通地⽅公共団体は、その公益上必要がある場合におい
ては、寄附⼜は補助をすることができる。」と規定。（232条の2）

 地⽅公共団体が⾏う「補助⾦」は、⾏政契約の⼀種であると考えられており、
個々の内容や性質にもよるが、負担付贈与契約と解されるものが多い（なお
国の補助⾦は⾏政処分と解するのが通説である）。

地⽅公共団体と補助⾦の相⼿⽅の関係

地⽅ 相⼿⽅

契約である以上、
対等な関係

両者間の合意が
契約の前提条件

相⼿⽅と契約を締結する上で、
公益上必要があるかを判断する必要がある

互いに契約の締結（補助⾦の交付）を
強制することはできない

※法律、条令で地⽅公共団体に交付「義務」が課せられて
いるものを除く。

負担付贈与契約
⾏政契約特有の契約形態ではなく、私⼈間でも⾏わ
れているもの。
例えば、「●●地の住宅でペットの飼育をする」ことを条
件に「●●地の住宅」を贈与するというのも負担付贈与
契約。
単純な贈与契約と異なり、受贈者（贈与を受けた
側）が条件を守らなかった場合（ペットの飼育をしなかっ
た、ペットの飼育場所を●●地の住宅以外の場所に移
した等）には、解除が可能。（●●地の住宅を返還さ
せる等）

補助⾦について、「⼩規模事業者の経営診断を⾏うこ
とを条件」として補助する、「購⼊した機械設備で県産⽊
材を加⼯した商品を製造することを条件」として補助する
等とあれば、条件を満たさなかった場合・履⾏しなかった
場合には、契約の解除要件となり得る。
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補助⾦と融資の違い
 補助⾦は原則として返済義務はないが、予定よりも少額の⽀出となった場合
や、収益納付規定がある補助事業で収益は発⽣した場合など、減額・返納が
発⽣することがある。

 補助⾦は交付⽬的達成と不正受給の防⽌、国⺠への説明責任等の観点から、
厳格な⼿続きが発⽣する。⼿続きに係る事業者の負担を考慮して補助⾦利⽤
を検討すべきである。

融資補助⾦
資⾦の調達投資負担の軽減制度の⽬的
資⾦流⼊・投資ともに
任意の時期

原則として後払い（補助事業完了後）
補助対象は補助事業実施期間内の⽀出に限られ、
原則として単年度での事業完了が求められる。

資⾦流⼊の時期、
投資時期の制限

返済義務及び利息⽀
払義務あり

原則として返済義務はないが、交付⽬的の達成が求め
られる。
※収益納付規定等により補助⾦返納・減額となる場合がある。

返済義務等

資⾦の⽤途や返済に
問題が無ければ、⼀般
的に説明は求められな
い。

交付⽬的を達成しているか、補助対象の資産を許可
無く処分していないかなど、ものによっては数年間確認さ
れ、報告書等の提出が求められる。

事後⼿続き
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補助⾦適正化法
 地⽅公共団体が⾏う補助⾦は両者間の合意（契約条件を互いに合意）によっ
て契約締結されるものである⼀⽅、国が⾏う補助⾦は「補助⾦適正化法」に
よって基本的な条件・罰則も含む権利義務が定められている。

 補助事業者から⾒た交付元が地⽅公共団体であったとしても、補助⾦適正化
法の適⽤を受けることがあることに留意。

補助⾦等に係る予算の執⾏の適正化に関する法律
（補助⾦適正化法）

補助⾦等︓「国」が「国以外の者」に対して交付する補助⾦、
負担⾦、利⼦補給⾦、その他相当の反対給付
を受けない給付⾦であって政令で定めるもの。

補助事業者の主な義務
・補助事業を遂⾏すること
・補助事業の成果を記載した実績報告書を提出すること
補助事業者の主な禁⽌⾏為
・補助⾦を他の⽤途で使⽤すること
・補助事業で取得した財産を承認なく転⽤、譲渡すること
※虚偽の申請や報告、命令違反等を⾏った場合には、五年以下の
懲役等の罰則が適⽤される。

補助⾦適正化法では、「間接補助」も対象

間接補助
国

国以外の者
（地⽅公共団体含む）

交付

補助事業者

交付

※「補助⾦」以外の名称（助成⾦等）を⽤いていても、補助⾦と同
様の性質（⽚務性・受益性・特定性）を持つ資⾦は「補助⾦」と
扱われる。

要綱等で
「●●を補助する場合は補助する」
「●●を補助する事業を補助する」
等と、「間接補助」であることを
明確にすることが⼀般的

両者ともに、補助⾦適正化法の
適⽤を受ける
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補助⾦の不正受給
 補助⾦適正化法では、補助⾦の不正受給に対して取消・返還を定めているだ
けでなく、加算⾦及び延滞⾦の納付や罰則を定めている。

 場合により刑事告発や社名公表もあり、事業者は甚⼤な損害を被る。事業者
⾃⾝のためにも、⽀援者は不正受給の防⽌に努めなければならない。

第19条 補助事業者等は、第⼗七条第⼀項の規定⼜はこれに準ずる他の法律の規定による処分に関し、補助⾦等の返還を命ぜられ
たときは、政令で定めるところにより、その命令に係る補助⾦等の受領の⽇から納付の⽇までの⽇数に応じ、当該補助⾦等の額（その⼀
部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額）につき年⼗・九五パーセントの割合で計算した加算⾦を国
に納付しなければならない。
２ 補助事業者等は、補助⾦等の返還を命ぜられ、これを納期⽇までに納付しなかつたときは、政令で定めるところにより、納期⽇の翌⽇
から納付の⽇までの⽇数に応じ、その未納付額につき年⼗・九五パーセントの割合で計算した延滞⾦を国に納付しなければならない。

第29条 偽りその他不正の⼿段により補助⾦等の交付を受け、⼜は間接補助⾦等の交付若しくは融通を受けた者は、五年以下の懲
役若しくは百万円以下の罰⾦に処し、⼜はこれを併科する。
２ 前項の場合において、情を知つて交付⼜は融通をした者も、また同項と同様とする。

第30条 第⼗⼀条の規定に違反して補助⾦等の他の⽤途への使⽤⼜は間接補助⾦等の他の⽤途への使⽤をした者は、三年以下の
懲役若しくは五⼗万円以下の罰⾦に処し、⼜はこれを併科する。

第31条 次の各号の⼀に該当する者は、三万円以下の罰⾦に処する。
⼀ 第⼗三条第⼆項の規定による命令に違反した者
⼆ 法令に違反して補助事業等の成果の報告をしなかつた者
三 第⼆⼗三条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、⼜は質問に対して答弁せず、若
しくは虚偽の答弁をした者

補助⾦適正化法の規定
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補助⾦の不正受給の事例
 雇⽤関係助成⾦等不正受給による公表事案は、事業所の名称や代表者⽒名な
どが労働局のホームページで公表される。

 ⽀援機関等の第三者が関与した不正も同様に公表されている。

労働局公表事例
不正内容補助⾦名
休業を実施せず、虚偽の助成⾦添付書類を作成し、不正に助成⾦
を受給した。

雇⽤調整助成⾦

既に雇⽤している者にハローワークの紹介を受けさせ新たに雇⽤したと
偽り、不正に助成⾦を受給した。

特定求職者雇⽤開発助成⾦

出勤簿、労働条件通知書等を偽造することで虚偽の申請を⾏い、不
正に助成⾦を受給した。

キャリアアップ助成⾦

社会保険労務⼠⾃ら、賃⾦台帳等を偽造し、提出代⾏を⾏った。



31

会計検査院検査
 国庫補助⾦の交付を受けた⾃治体、団体等は会計検査院の検査対象になる。
（間接補助の場合も対象）

検査対象
・国の所有する現⾦及び物品並びに国有財産の受払
・国が資本⾦の2分の1以上を出資している法⼈の会計
・法律により特に会計検査院の検査に付するものと定められた会計 等

会計検査院が必ず検査し
なければならないもの
(必要的検査対象)

・国が直接⼜は間接に補助⾦などを交付し⼜は貸付⾦などの財政援助を
与えているものの会計
・国以外のものが国のために取り扱う現⾦・物品・有価証券の受払
・国⼜は国の2分の1以上出資法⼈の⼯事その他の役務の請負⼈若しく
は業務等の受託者⼜は物品の納⼊者のその契約に関する会計 等

会計検査院が必要と認め
たときに検査することができ
るもの (選択的検査対象)

会計検査院検査の観点
①決算の表⽰が予算執⾏等の財務の状況を正確に表現しているか（正確性）
②会計経理が予算、法律、政令等に従って適正に処理されているか（合規性）
③事務・事業の遂⾏及び予算の執⾏がより少ない費⽤で実施できないか（経済性）
④業務の実施に際し、同じ費⽤でより⼤きな成果が得られないか、あるいは費⽤との対⽐で最⼤限の成果を得ているか（効率性）
⑤事務・事業の遂⾏及び予算の執⾏の結果が、所期の⽬的を達成しているか、また、効果を上げているか（有効性）

会計検査院の検査対象（抜粋）

事例︓⼩規模事業者持続化補助⾦に関する指摘（平成２７年度決算検査報告）
https://report.jbaudit.go.jp/org/h27/2015-h27-0422-0.htm
事例︓ものづくり・商業・サービス経営⼒向上⽀援補助⾦に関する指摘（令和4年度決算検査報告）
https://www.jbaudit.go.jp/report/new/all/pdf/fy04_04_08_05.pdf
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監査制度
 地⽅公共団体は監査制度等を通じて、ガバナンスが効くようにされている。
 特に公⾦の⽀出については、住⺠監査請求制度が法定化されている等、より
厳しく監視が⾏き届くようになっている。

監査委員
・必ず置かれる機関（⾃治法195条）
・地⽅公共団体の財務に関する事務の執⾏、経営に係る事
業の管理を監査する「財務監査」を⾏う。
・財務監査は年に１回以上「定期監査」として⾏うことが義
務付けられている他、必要があれば随時⾏うこともできる。

外部監査契約
・都道府県、政令指定都市、中核市で契約が義務付けら
れているもの。（⾃治法252条の27、⾃治法施⾏令174
条の49の26）
・外部監査契約を締結できる先は、弁護⼠、公認会計⼠等
の財務管理等に関する優れた識⾒を有する者に限られて
いる。

監査委員と住⺠監査請求

住⺠

監査委員

普通地⽅公共団体の住⺠は、当該普通地⽅公共
団体で違法もしくは不当な公⾦の⽀出や契約の締結
等があったと認めるときは、監査委員に監査を請求でき
る。（⾃治法242条）
住⺠監査請求は住⺠１⼈で請求することができ、ま
た、監査請求の結果に不服があるときは住⺠訴訟を提
起することができる。

監査請求

監査を実施しない監査を実施

監査を実施しないことを
違法として訴訟提起可能

監査結果、結果に
基づく措置について
不服がある場合
訴訟提起可能
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情報公開制度
 補助事業に関して国、⾃治体等が保有する⽂書は、情報公開制度における開
⽰請求の対象となる。（個⼈情報等の不開⽰情報を除く）

 業務報告書等は、公開されうることを意識して記載する必要がある。

※地⽅⾃治体においては、情報公開法に準拠した情報公開条例を制定しているが、独⾃の制度を設けていることがあるため、管轄
の⾃治体の情報公開条例を確認すること。

情報公開制度の概要

⾏政機関の職員が職務上作成・取得した⽂書、図画及び電磁的記録であって、
組織的に⽤いるものとして⾏政機関が保有しているもの対象となる⽂書

全ての⾏政機関対象となる⾏政機
関

何⼈も⾏政機関に対して当該⾏政機関の保有する⾏政⽂書の開⽰を請求する
ことができる開⽰請求者

不開⽰情報が記録されている場合を除き開⽰される開⽰義務

不開⽰決定等に不服がある開⽰請求者等は、⾏政機関に対して審査請求を⾏
うことが可能審査請求
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本講習資料の補⾜説明
参照を前提にしている法令
本講習資料は、⾏政実務の基礎的内容を説明したものであるが、個々の法令の条⽂を全⽂掲載はしていないので、受講者は以下
の法令を参照することを推奨する。

⾏政⼿続法
⾏政不服審査法
⾏政事件訴訟法

執筆担当者・監修者

【初版（令和２年度）】
経済産業省中⼩企業庁経営⽀援部⼩規模企業振興課
⼩規模企業専⾨官 ⽔野 遼太
係⻑（地域連携） 川島 健太
係⻑（地域連携） ⾬森 良太
係⻑（⾏政事務） 川越 舞⼦
係⻑（⾏政事務） ⻄川 希美
公認会計⼠ ⼤川 裕介

【第２版（令和３年度）】
経済産業省中⼩企業庁経営⽀援部⼩規模企業振興課
⼩規模企業専⾨官 江澤 侑⽮
係⻑（地域連携） 和⽥ 隆史
産業能率⼤学経営学部 准教授 新井 稲⼆
七⽥総合研究所株式会社 代表取締役 七⽥ 亘
株式会社プランコンサルティング 中⼩企業診断⼠ 茂井 康宏
経営サポート ゲットタフ 中⼩企業診断⼠ 湯⽥ 晋介
⼤川裕介公認会計⼠事務所 公認会計⼠ ⼤川 裕介

国家⾏政組織法
財政法
会計法

補助⾦等の予算の執⾏の適正化に関する法律
地⽅⾃治法
地⽅財政法

【第３版（令和４年度）】
経済産業省中⼩企業庁経営⽀援部⼩規模企業振興課
⼩規模企業専⾨官 江澤 侑⽮
係⻑（地域連携） 和⽥ 隆史
七⽥総合研究所株式会社 代表取締役 七⽥ 亘
株式会社エイチ・エーエル

【第4版（令和5年度）】
経済産業省中⼩企業庁経営⽀援部⼩規模企業振興課
⼩規模企業専⾨官 江澤 侑⽮
係⻑（地域連携） 井⼝ 拓也
七⽥総合研究所株式会社 代表取締役 七⽥ 亘
株式会社ドゥリサーチ研究所

【第５版（令和６年度）】
経済産業省中⼩企業庁経営⽀援部⼩規模企業振興課
⼩規模企業専⾨官 ⾼橋 貴幸
係⻑（地域連携） 井⼝ 拓也
七⽥総合研究所株式会社 代表取締役 七⽥ 亘
株式会社コムラッドファームジャパン


